
 

 
 
この意向調査書は、健（検）診の申込みと併せ、皆さまが御自身の健康状態の確認をどのような

方法で実施しているかを把握するためのものです。 

市の健康診査等を受けない場合も必ず記入の上、提出してください。 
 

～ 自分の健康状態を知るため、定期的に健（検）診を受けましょう ～ 
 
 

 

自覚症状がなくても毎年受けることで御自身の健康管理ができ、隠れた病気を早く見つける

ことができます。１年に１回は必ず健診を受けましょう。 
 
 

 

がんは誰もがかかる可能性のある”身近な病気”です。初期にはほとんど自覚症状はありま

せんが、早期に発見できれば、ほとんどが治せる病気と言われています。がん検診を定期的に

受けて、早期発見・早期治療に努めましょう。なお、自覚症状のある方は、速やかに医療機関

を受診しましょう。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・　この調査により知り得た個人情報は、調査の目的以外に使用することはありません。 

・　健（検）診日程及び会場等は広報さんじょう５月１日号内の「三条市 健康だより」等でお知

らせします。 

令和７年度 健康診査等の受診意向調査書提出のお願い

１ 特定健康診査等について

２ がん検診について

 
①～③のいずれかの方法で御提出ください。 

①　電子申請（パソコン・スマートフォンから 24 時間受付） 

QR コード又は URL 入力で電子申請システムのページにアクセスし、申し込んでください。 
 
 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-sanjo-niigata-u/offer/ 

offerList_detail?tempSeq=15925 

 

②　窓口（平日午前９時から午後４時 30 分まで） 

次のいずれかの窓口に直接持参し、意向調査書回収ボックスに入れてください。 
 

健康づくり課健診係（三条庁舎） ／ 栄サービスセンター ／ 下田サービスセンター 

各公民館 ／ 総合福祉センター ／ ウェルネスしただ 

諸橋轍次記念館（月曜休館　※　月曜祝日の場合、翌日休館） 

農業体験交流センター（月曜休館　※　月曜祝日の場合、翌日休館） 

 

③　郵送 

次の宛先に郵送してください。 
 

三条市福祉保健部健康づくり課健診係（意向調査書）宛 

〒955-8686　新潟県三条市旭町二丁目３番１号 

健康診査等の受診意向調査書の提出方法

QR コード URL

提出期限：令和７年２月 28 日（金）消印有効 

※　期限までに提出いただけないと、受診票等の発送が遅れ、御希望日に健（検）診が

受けられない場合があります。

問合せ　三条市福祉保健部健康づくり課健診係　　TEL34-5443 ／ 34-5511（内線 409） 


